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黄
河
文
明
で

栄
え
た
中
国
は

中
国
の
環
境
問
題
は
非
常
に
深
刻
で
あ
る
。
経
済
優
先
で
あ
ら
ゆ
る
自
然
環
境
を
破
壊
し
な
が
ら
ひ
た

す
ら
Ｇ
Ｎ
Ｐ
／
Ｇ
Ｄ
Ｐ
増
を
追
い
求
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
Ｐ
Ｍ
２

・
５
に
代
表
さ
れ
る
大
気
汚
染
、

七
色
に
染
ま
る
川
の
水
質
汚
染
、
住
民
の
健
康
を
む
し
ば
む

「
ガ
ン
村
の
存
在
二
百
ヶ
所
」
な
ど
世
界
中

に
知
ら
れ
る
汚
染
大
国
と
な
っ
て
い
る
。
上
記
の
汚
染
は
、
日
に
見
え
る
被
書
で
あ
る
が
、
本
当
に
怖
い

の
は
見
え
な
い
汚
染
、
毒
水
と
呼
ば
れ
る
地
下
水
の
汚
染
で
あ
る
。
す
べ
て
の
国
民
は
水
無
く
し
て
生
き

て
い
け
な
い
。
黄
河
文
明
で
栄
え
た
中
国
の
水
問
題
は
、
今
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
見
て
み

よ
つヽ
。

一
、
水
不
足
の
回
、
中
国

中
国
は
水
不
足
の
国
で
あ
る
。
水
資
源
総
量
は
、
約
二
兆
四
千
億
ボ

（二
〇
〇
九
年
）
で
あ
り
、
世
界

全
体
に
占
め
る
水
資
源
割
合
は
約
五
％
で
あ
る
。　
一
方
、
世
界
人
口
に
占
め
る
中
国
の
人
口
割
合
は
二
〇

％
で
あ
り
、
絶
対
的
に
水
不
足
で
あ
る
。
中
国
人

一
人
あ
た
り
の
水
資
源
量
は
約

一
千
八
百
ボ
／
年
で
あ

り
、
こ
れ
は
世
界
平
均
の
四
分
の

一
で
あ
る
。
さ
ら
に
水
資
源
は
偏
在
し
て
お
り
、
南
部
沿
海
州
地
域
は

降
水
量
が
多
く
、
経
済
発
展
や
人
口
の
集
中
し
て
い
る
北
部
地
域
で
は
少
な
い
。
黄
河
流
域
の
山
東
省
、

河
北
省
、
山
西
省
で
も
水
不
足
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
中
国
政
府
は
、
南
水
北
調
政
策

（降
水
量
の
多
い

南
部
か
ら
北
部
の
北
京

へ
導
水
）
や
メ
コ
ン
河
上
流
に
多
く
の
ダ
ム
を
作
る
な
ど
、
国
を
挙
げ
て
水
資
源

の
確
保
に
邁
進
し
て
い
る
。

全
土
で
使
わ
れ
た
水
資
源
総
量
は
五
千
九
百
六
十
五
億
ぶ

（二
〇
〇
九
年
）
で
、
そ
の
原
水
別
使
用
比

率
で
は
、
表
流
水
が
八

一
％
で
地
下
水
が

一
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
降
水
量
の
少
な
い
北
部
地
域
で
地
下

水
使
用
の
割
合
が
高
い
。
今
、
こ
の
貴
重
な
地
下
水
が
未
曾
有
の
汚
染
に
直
面
し
て
い
る
。

二
、
毒
水
…
…
地
下
水
汚
染
の
現
状

な
ぜ
、
地
下
水
が
汚
染
さ
れ
る
の
か
、
中
国
に
お
い
て
は
土
壌
汚
染
が
深
刻
で
あ
る
。
開
発
ブ
ー
ム
に

よ
り
多
く
の
有
害
物
質
を
使
用
し
て
い
た
生
産
工
場
が
郊
外
に
移
転
し
、
有
害
物
質
は
、
そ
の
工
場
跡
地

に
残
さ
れ
、
ま
た
移
転
時
、
人
為
的
に
多
く
の
有
害
化
学
物
質
を
現
敷
地
に
埋
め
て
か
ら
移
転
す
る
工
場

も
多
い
。
こ
れ
ら
の
土
地
は

「毒
地
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
毒
地
に
雨
が
降
れ
ば
、
水
の
姿
は
す
べ
て
汚

染
地
下
水

「毒
水
」
と
な

っ
て
現
れ
て
く
る
。
中
国
に
は

「土
壌
環
境
品
質
基
準

（
一
九
九
五
年
と

が

あ
る
の
み
で
、
日
本
の
よ
う
な

「
土
壌
汚
染
対
策
法
」
が
存
在
し
な
い
。
中
国
全
土
で
、
こ
の
毒
地
が
住

宅
用
地
と
し
て
開
発
さ
れ
て
い
る
が
、
中
国
で
の
土
壌
回
復

（修
復
）
の
手
段
は
、
有
害
物
質
を
含
む
汚

染
さ
れ
た
土
壌
を
掘
り
出
し
、
別
の
場
所
に
埋
め
る
の
が
主
流
で
あ
り
、
日
本
の
よ
う
な
土
壌
修
復
対
策

（吸
着
、
燃
焼
、
有
害
物
質
の
除
去

・
固
定
化
な
ど
）
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。

水
で
減
び
る
の
か

吉
村
　
和
就

紗
謝
殉
解
月“
猛
一ヤ
嗜
ご

９
″
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・
全
国
の
上
壌
汚
染
状
況
は
…
…
国
家
秘
密
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
一　

一
一一
．　
　
・

中
国
は
二
〇
〇
六
年
よ
り
国
家
環
境
保
護
部
が

「全
国
の
土
壌
汚
染
状
況
調
査
」
を
実
施
し
て
い
る
が
、

調
査
結
果
は
現
在
ま
で
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
本
年
初
め
に
多
く
の
市
民
団
体
や
社
会
組
織
か
ら

「情
報

公
開
」
を
請
求
さ
れ
て
い
る
が
、
環
境
保
護
部
は

「国
家
秘
密
」
と
し
て
公
開
を
拒
否
ｔ
て
い
る

‐
‐。
こ
こ

で
も
都
合
の
悪
い
情
報
は
国
家
絡
み
で
地
下
に
隠
ぺ
い
す
る
体
質
は
不
変
で
あ
る
。
二
〇

一
一
年
七
月
、

温
州
で
起
き
た
高
速
鉄
道

（中
国
版
新
幹
線
）
の
事
故
で
は
、
事
故
車
両
と
と
も
に
犠
牲
者
ま
で
が
、
即

座
に
地
下
に
埋
め
ら
れ
た
。

そ
ん
な
中
で
広
東
省
が

「省
内
珠
江
デ
ル
タ
地
区
の
二
八
％
が
土
壌
重
金
属
基
準
値
を
超
過
」
し
て
い

る
と
公
表
し
た
。
特
に
水
銀
の
基
準
値
超
過
が
多
く
、
佛
山
南
海
、
江
門
新
会
、
自
雲
地
区
が
深
刻
で
あ

り
基
準
値
超
過
率
は
実
に
五
０
％
以
上
に
達
し
て
い
る
。
土
壌
汚
染
デ
ー
タ
を
公
表
し
た
の
は
中
国
で
広

東
省
が
初
め
て
で
あ
る
。

な
ぜ
中
国
に

「土
壌
汚
染
防
止
法
」
や

「土
壌
汚
染
対
策
法
」
が
な
い
の
か
、
先
進
国
で
は
土
壌
汚
染

の
責
任
は
、
汚
染
者
が
最
後
ま
で
責
任
を
持

っ
て
対
策
を
と
る

「汚
染
者
負
担
の
原
則
」
が
あ
る
が
、
中

国
の
場
合
は
、
国
営
企
業
が
多
か
っ
た
の
で
、
現
在
の
ま
ま
責
任
を
負
せ
ら
れ
る
と
、
遡
っ
て
国
家
自
身

や
地
方
政
府
が
訴
え
ら
れ
責
任
を
す
べ
て
負
う
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
大
き
い
た
め
、
立
法
は
難
し
い
も

の
と
み
ら
れ
て
い
る
。

・
中
国
人
民
の
声
は
北
京
に
届
か
な

い

中
国
最
高
人
民
検
察
院
が
二
〇
〇
九
年
六
月
に

「
目
安
箱
」
を
設
置
し
た
。
国
民
の
苦
情
を
電
話
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
直
接
受
け
付
け
る
仕
組
み
だ
。
し
か
し
目
安
箱
は
開
設
直
後
に
パ
ン
ク
、
公
務
員
の
汚

職
摘
発
や
綱
紀
粛
正
の
苦
情
電
話
や
メ
ー
ル
が
殺
到

（
一
週
間
で

一
万
七
千
件
以
上
）
、
現
在
で
も
ア
ク

セ
ス
し
て
も
繋
が
ら
な
い
状
態
が
続
い
て
い
る
ら
し
い
。
ま
た
北
京
の

「直
訴
村
」
の
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
，
い
る
が
治
安
維
持
の
為
に

「訴
え
人
」
は
厳
格
に
監
視
さ
れ
て
い
る
。
地
方
か
ら
命
を
懸
け
て
北

京
に
来
て
も
、
北
京
に
あ
る
地
元
政
府
の
公
安
要
員
ど
中
央
政
府
公
安
の
連
携
に
よ
り
、
そ
の
身
柄
を
拘

束
さ
れ
地
元
に
送
り
返
さ
れ
る
実
態
も
報
道
さ
れ
て
い
る
。

環
境
問
題
で
は

「第
十

一
次
五
カ
年
計
画

（二
〇
〇
六
卜
二
〇

一
〇
年
と

の
期
間
中
、
環
境
に
関
す

る
訴
え

。
陳
情
件
数
は
三
十
万
件
余
り
に
達
し
て
い
た
。
し
か
し
行
政
へ
の
異
議
申
し
立
て
は
、
わ
ず
か

二
千
六
百
件
、
行
政
訴
訟
は
九
百
八
十
件
↓
刑
事
訴
訟
は
三
十
件
で
し
か
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
環
境
に
関

す
る
国
民
の
不
平

・
不
満
も
ほ
と
ん
ど
中
央
政
府
の
司
法
の
場
に
届
い
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

・
汚
水
を
高
圧
ポ

ン
プ

で
地
下
注
入

最
近
で
は
化
学
工
場
や
製
紙
工
場
の
大
量
の
廃
液

（重
金
属
や
有
害
物
質
を
含
む
）
が
高
圧
ポ
ン
プ
で

地
下
注
入
さ
れ
て
い
る
例
が
多
く
報
道
さ
れ
て
い
る
。
山
東
省
で
は

一
日
の
廃
水
注
入
量
が

一
千
ト
ン
か

ら
数
十
万
ト
ン
の
企
業
ま
で
存
在
し
て
い
る
。
中
国
で
は
河
川
放
流
の
場
合
は
厳
し
い
水
質
規
制

（守
ら

れ
て
い
る
か
は
別
問
題
）
が
あ
る
が
、
土
壌
へ
の
汚
水
注
入
の
規
制
も
罰
則
も
な
い
。

深
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
六
百
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
注
入
井
戸
が
掘
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
村
で
は
農
業

は
地
下
水
汚
染
の
影
響
を
受
け
て
作
物
の
生
育
が
悪
く
な
り
、
収
穫
量
も
年
々
減
少
し
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
井
戸
水
は
濁
っ
て
お
り
、
村
人
の
誰
も
が
危
険
な
丼
戸
水
を
飲
ん
で
は
い
な
い
。
（中
国
青
年
報
）

中
国
地
質
調
査
局
の
内
部
資
料
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
都
市

。
農
村
部
の
九
〇
％
の
地
下
水
が
汚
染
さ
れ
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て
お
り
、
飲
料
不
適
と
さ
れ
て
い
る
。
地
下
水
に
頼
る
多
く
の
農
村
や
都
市
に
と
っ
て
は
致
命
的
な
地
下

水
汚
染
の
実
態
で
あ
る
。
中
国
政
府
の
正
式
発
表
は
な
い
も
の
の
、
大
学
や
調
査
機
関
な
ど
か
ら
、
「悲

劇
的
な
農
村
の
飲
料
水
問
題
」
と
し
て
浅
層
の
地
下
水
を
利
用
し
て
い
る
農
村
で

「催
奇
形
性
、
変
異
原

性
の
ガ
ン
患
者
」
の
存
在
、
特
に
安
徽
省
、
四
川
省
、
広
東
省
、
山
東
省
な
ど
で
多
発
し
て
い
る
こ
と
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
原
因
と
し
て
農
薬

（Ｄ
Ｄ
Ｔ
含
む
）
や
化
学
肥
料
、
重
金
属
、
ヒ
素
、
フ
ッ
素
、
不

明
な
右
害
有
機
物
が
挙
が
ら
れ
て
い
る
。
中
国
の
新
聞

「新
京
報
」
は
二
月
二
十
四
日
、
国
内
に

「癌
症

村
は
二
百
ヶ
所
以
上
存
在
す
る
」
と
も
伝
え
て
い
る
。

三
、
汚
水
処
理
場
の
現
状

中
国
政
府
の
発
表
す
る
数
字
を
信
用
し
て
は
い
け
な
い
、
こ
れ
は
世
界
の
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
今
ま

で
の
隠
ぺ
い
路
線
か
ら
、
公
表
す
る
だ
け
で
も
偉
大
な
る
第

一
歩
と
い
え
よ
う
。

中
央
官
庁
は

「中
国
全
土
で
汚
水
処
理
場
の
建
設
が
加
速
度
的
に
進
み
、
汚
水
処
理
人
口
普
及
率
は
七

八
％
を
超
え
て
い
る
」
と
報
告
し
て
い
る
。
も
し
、
こ
の
数
字
を
信
用
す
る
な
ら
、
中
国
の
河
川
は
日
本

並
み
に
き
れ
い
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
（日
本
の
汚
水
処
理
人
口
普
及
率
は
八
七

・
六
％
）

現
状
を
判
断
す
る
上
で
映
西
省
の
実
態
を
紹
介
す
る
。
映
西
省
は
本
年
、
全
省
の
城
鎮
生
活
汚
水
処
理

施
設
の
検
査
報
告
を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
百
五
ヶ
所
の
汚
水
処
理
場
の
中
で
、
水
質
基
準
不
合
格

の
処
理
場
は
五
十
七
ヶ
所

（全
体
の
五
四
％
が
不
合
格
）
で
あ
っ
た
。
設
計
処
理
能
力
は
約
三
百
五
十
万

ト
ン
／
日
で
理
論
的
に
は
処
理
能
力
は
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
統
計

（二
〇

一
二
年
～
二
〇

一
三

年
二
月
）
で
見
る
と
、
全
省
の
汚
水
処
理
の
運
転
負
荷
率
は
、
わ
ず
か
六
八
％
で
、
即
ち
日
量
七
十
六
万

ト
ン
の
生
活
汚
水
が
未
処
理
の
ま
ま
河
川
に
放
流
さ
れ
て
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

陳
西
省
の
都
市
部
や
県
級
汚
水
処
理
施
設
で
も
改
善
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
十
二
市
区
の
汚
水
処
理
場

は
処
理
能
力
の
不
足
、
ま
た
既
存
の
処
理
場
で
は
運
転
負
荷
率
が
低
く
、　
一
部
の
汚
水
は
未
処
理
の
ま
ま

河
川
放
流
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
全
省
で
発
生
す
る
年
間
約
四
十
四
万
小
ン
の
有
害
汚
泥
も
、
無
害
化
さ
れ

た
も
の
は
、
わ
ず
か
七
％
で
大
半
の
汚
泥
は
地
下
埋
設
か
、
下
流
に
放
出
さ
れ
汚
染
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

２つ
。

四
、一
今
後
の
環
境
政
策
…
―
大
気

・
水
質
汚
染
防
止
へ
六
十
兆
円
投
入

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
中
国
政
府
が
本
格
的
に
環
境
対
策
に
乗
り
出
し
た
。

七
月
二
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た

「中
国
環
境
保
護
産
業
ハ
イ
レ
ベ
ル
フ
オ
ー
ラ
ム
」
で
環
境
保
護
部
は

国
と
し
て
大
気
汚
染
防
止
や
水
汚
染
防
止
に
三

・
七
兆
元

（約
六
十
兆
円
）
を
直
接
投
資
す
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
（期
間
は
不
明
）

国
務
常
任
委
員
会
や
担
当
部
署
で
は
、
既
に
汚
染
防
止
整
備
十
項
目
を
決
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と

「大
気
汚
染
防
止
整
備
行
動
計
画
」
に

一
・
七
兆
元

（二
十
七

・
二
兆
円
）
、
ま
た

「水
汚
染
防
止
整

備
行
動
計
画
」
に
二
兆
元

（三
十
二
兆
円
）
を
投
入
す
る
計
画
で
あ
る
。

隣
国
、
中
国
の
環
境
問
題
は
、
日
本
へ
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
、
こ
ん
ど
こ
そ
中
国
政
府
の

施
策
が
実
を
結
び
、
山
紫
水
明
の
国
土
を
取
り
返
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ

る
。
そ
れ
と
も
中
国
の
こ
と
わ
ざ
の
よ
う
に

「百
年
、
河
清

（か
せ
い
）
を
待
つ
」
の
で
あ
ろ
う
か
¨
河

と
は
黄
河
の
こ
と
で
い
黄
河
は
黄
土
地
域
を
流
れ
る
た
め
に
常
に
黄
色
く
濁
り
、
千
年
‘
一
度
だ
け
橙
む

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「百
年
、
河
清
を
待
つ
」
と
は
、
い
く
ら
待
っ
て
ヽ
物
事
が
進
ま
な
い

喩
で
あ
る
ず
　
　
一
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